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令和８年度人権ユニバーサル事業運営業務委託 
企画提案実施要領 

 

１ 企画提案の目的 

本業務は、国の人権啓発活動地方委託事業の一環として実施するものであり、広く県民

が、障害の有無や人種、性的指向などの違いを理解し、自然に受け入れ、互いに認め合う

共生社会、いわゆる「人権ユニバーサル社会」を実現し、これを未来へつなげていくこと

を目的とする。 

 

２ 委託業務の概要 

⑴ 委託業務の名称 

   人権ユニバーサル事業運営業務 

⑵ 業務内容 

「令和８年度人権ユニバーサル事業運営業務委託」仕様書のとおり  

⑶ 履行期限 

令和９年１月 29 日(金)  

⑷ 企画提案の上限額 

478 千円(消費税及び地方消費税込) 

         

３ 企画提案の応募（参加）方法及び資格要件 

⑴ 参加申込書の提出 

ア 提出書類：企画提案参加申込書（様式１） 

イ 提出方法：電子メール（郵送又は持参でも可） 

ウ 提 出 先：県庁行政庁舎９階 人権同和対策課 

エ 提出期限：令和８年６月 15 日(月) 午後５時まで 

⑵ 資格要件 

     鹿児島県内に本支店等営業活動の拠点を有する企業や団体等で、次のア～キに掲げる

すべての事項を満たす者 

ア 「外国人」や「障害のある人」に関する人権課題等をテーマに、ユニバーサル社

会の実現を目指して行う講演会、研修会、シンポジウム、体験験学習、ワークショ

ップ、障害者スポーツ体験などの実施実積（民間・自治体・国を問わない）を過去

２か年の間に有していることが、確認できる者であること。 

イ 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しない 

者であること。 



2 

 

ウ 経営不振の状態（会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 17 条第１項の規定に 

基づく更生手続開始の申し立て、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 21 条第１ 

項に基づく再生手続開始の申し立て、手形または小切手が不渡りとなったとき等。 

ただし、鹿児島県が経営不振の状態を脱したと認めた場合を除く）にないこと。 

エ 宗教活動や政治活動を主たる目的とした団体でないこと。 

オ 都道府県税について滞納がないこと。 

カ 消費税及び地方消費税事業者にあっては、消費税及び地方消費税の未納がない 

こと。 

キ 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第２条第２号に規定する 

団体等でないこと。 

 

４ 企画提案について 

⑴ 企画提案の内容 

令和８年度人権ユニバーサル事業運営業務委託仕様書のとおり  

⑵ 企画提案に関する提出書類（１応募者につき１提案に限る） 

ア 企画提案書（様式２）に提案内容（Ａ４版長辺とじ、カラー印刷）を添付し、８ 

部提出すること。 

イ  業務工程表及び進捗管理方法（様式任意 ８部） 

ウ 見積書（事業費内訳書を含む：様式任意） 

・著作権その他の権利は原則として県に帰属することとするため、その前提で見積も

ること。 

※選考結果後、採用となった場合は、別途様式にて見積書を改めて依頼する。 

エ 業務の実施体制（様式３） 

   契約から履行完了までのスケジュールを添付すること。 

オ 類似業務の受託（履行）実績（様式４） 

令和６年４月１日から令和８年３月 31 日までに受託したもの 

※記載内容を証明できる、仕様書や制作物等がわかる資料（写真等）等も併せて提

出すること。 

カ 都道府県税すべてに関し未納がない証明書（発行後３か月以内の原本） 

キ 消費税及び地方消費税について未納がない証明書（発行後３か月以内の原本） 

 

⑶ 提出期限及び提出方法 

令和８年７月１日(水)までに郵送（必着）又は持参 
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５ 選考方法及び結果通知 

⑴  選考方法 

      プレゼンテーションは行わず、担当課が設置する本委託業務に係る選考委員会におい 

て、提出された企画提案書を審査し、最も優れていると判断された者を委託先候補者と

して選定する。 

    県は委託先候補者と業務内容の詳細や契約条項について協議の上、適正な価格で委託 

契約を行う。 

    なお、協議が不成立となった場合は、順次、次点の者を候補者とみなす。 

⑵  結果通知 

     企画提案書を受け付けたすべての事業者に対して電子メールで通知する。なお、選考 

結果に係る説明は行わない。 

⑶  事業の中止等 

      やむを得ない事情等により中止せざるを得ない場合は、契約内容の変更や見直しが生 

じる場合がある。 

 

６ その他 

⑴ 多くの県民の参加が見込まれ、県民の理解促進が図られる企画提案をすること。 

⑵ 企画提案に要する経費はすべて提案者の負担とする。 

⑶ 県が受理した企画提案書は返還しない。受理した提案書を２次的に利用しようとす 

る場合は、県はあらかじめ提案者にその旨の了解を得るものとする。 

⑷ 選考結果に対する異議申し立ては認めない。 

⑸ 業務の遂行にあたっては、関係法令を遵守しなければならない。 

⑹  企画提案の募集に関する質問については、電子メールで受け付ける。県は質問を受 

け付けた場合、速やかに電子メールによりすべての応募者に回答する。ただし、質問の 

内容が提案者の企画に密接に関連するものと県が判断した場合は、質問者に対してのみ 

回答する。 

⑺ 県は当該委託業務を遂行する場合は、５⑴に示す候補者と委託業務内容の詳細につ       

いて協議の上、適正な価格をもって契約の相手方を決定する。 
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７ 企画提案に関する日程（目安） 

⑴  令和８年６月８日(月) 募集開始（県 HP 掲載）    

⑵  令和８年６月 15 日(月) 参加申込書締切（午後５時まで） 

⑶  令和８年６月 16 日(火)  企画提案に関する質問受付開始 

⑷  令和８年６月 22 日(月)  企画提案に関する質問受付締切 

⑸  令和８年７月１日(水)  企画提案書提出期限(午後５時まで) 

⑹  令和８年７月３日(金) 選考会（予定） 

⑺  令和８年７月７日頃 選考結果通知及び見積依頼 

※ ⑹選考後速やかに通知する 

⑻  令和８年７月８日～10 日 仕様内容の協議、契約手続 

⑼  令和８年年９月～12 月   実施 

 

８ 本件に対する問合せ先 

  〒890-8577  鹿児島市鴨池新町 10 番１号（行政庁舎９階） 

   鹿児島県総務部男女共同参画局人権同和対策課啓発係  

  担当:川畑   TEL:099-286-2574  FAX:099-286-5543 

  E-mail: keihatu@pref.kagoshima.lg.jp 
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審査基準（別表） 

 

審査項目 

 

 

審 査 基 準 

 

 

１ 啓発効果 

 

①外国人や障害のある人の人権問題などについて関心を持たせる

内容か。 

    ②参加した県民が、実施した事業の内容に共感し、身近にある人

権 問題の解決に向け、行動するきっかけとなることが期待され

るか。 

 

 

２ 事業内容 

 

 

 

 ①全体の構成は目的に合致しているか。 

 ②対象者、実施回数は条件を満たしているか。 

③事前周知の時期や回数は適切か。 

④実現性があり、集客の見込める内容となっているか。 

⑤企画の周知の期間や方法は適切か。 

 

 

３ 実施体制等 

 

  

 ①スケジュールに無理はないか。 

②イベント規模に応じた体制がとられているか。 

 

 

４ そ の 他 

 

 

 ①独自性があるか。 

 ②概算事業費は仕様書を反映しているか。 

 

 


